
令和 5 年 1 月 30 日 新規作成 

補足説明資料 2-9 
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補足説明資料2-9 

設計における変更について 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る設計について、設

計を主管する箇所では、以下のとおり設計の変更を実施している。 

日付 設計の計画 
設計要求事項検討表 該当する 

補足説明資料 インプット アウトプット

2021年11月９日 新規制定 － － －

2021年11月11日 － 新規制定 新規制定 －

2021年11月17日 － 改正１（土木建築技

術課） 

設計審査委員会のレ

ビュー結果を反映 

改正１（土木建築技

術課） 

同左

補足説明資料

2-9-1

2021年11月18日 － 改正１（耐震技術

課） 

設計審査委員会のレ

ビュー結果を反映 

改正１ 

同左

補足説明資料

2-9-2

 本件は2022年1月12日の申請後、安全審査を継続中であり「設計の計画」

及び「設計要求事項検討表」は、社内での設計の進捗や安全審査での指摘事

項を踏まえた検討の進捗に応じて設計の変更を行っていく予定である。 
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補足説明資料2-9-1 

設計要求事項検討表 

（土木建築技術課） 

【改正１版（最新） ～ 初版】 
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補足説明資料2-9-2 

設計要求事項検討表 

（耐震技術課） 

【改正１版（最新） ～ 初版】 
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令和5年1月30日 新規作成 

補足説明資料 3-1 

129



補足説明資料3-1 

供給者の技術的評価について 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る調達について、調

達を主管する箇所は技術的評価を実施した。 

技術的評価においては、「再処理事業部 調達管理要領」に基づき以下の

基準について審査が行われた。 

① 技術的能力：設備、有資格者等から信頼性のある製品・役務を供給で

きる能力があると判断できること

② 納入実績等：類似製品、役務の納入実績があること

③ 品質マネジメントシステム：品質マネジメントシステムが整備されて

いること、またはISO9001を取得していること

④ 経営状態：経営的に安定していること

実績について次葉のとおり添付する。 
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令和 5 年 1 月 30 日 新規作成 

補足説明資料 3-2 
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補足説明資料3-2 

供給者の選定について 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る調達について、調

達を主管する箇所は技術評価において評価した供給者を選定した。 

供給者との契約に係る業務は社内業務システムである資材契約管理システ

ムにて実施しており、契約決定までの業務の流れとして下記の順で実施した。

① 契約請求 ※仕様書を添付（調達を主管する箇所）

② 見積依頼（契約箇所：資材部）

③ 見積受領・価格交渉（契約箇所：資材部）

④ 契約決定（契約箇所：資材部）

上記の①において、調達を主管する箇所が契約請求を行うにあたり、供給

者の候補先社に対し技術評価(補足説明資料3―1)を実施した上で取引先推薦

を行い供給者の選定が行われる。 

調達を主管する箇所の契約請求の承認実績の画面（写し）および技術評価

(補足説明資料3―1)された供給者と同じ取引先推薦の供給者が選定されてい

ることの実績として次葉のとおり添付する。 
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令和 5 年 1 月 30 日 新規作成 

補足説明資料 3-3 
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補足説明資料3-3 

供給者の品質保証計画書について 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る調達について、調

達を主管する箇所は供給者から提出される品質保証計画書の適用届出を確認

し、品質保証計画書が「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係

る調達に適用されることを確認した。 

供給者が提出する品質保証計画書は、「再処理事業部 調達管理要領」に

基づき以下の要求事項を満足する内容であることが求められる。（2018年7

月当時） 

① 原子力安全のためのマネジメントシステム規程（JEAC4111-2009）の適

用指針-JEAG4121-2009〔2013年追補版〕（品質マネジメントシステム

に関する標準品質保証仕様書）への準拠

② 受注者の基本的責務として要求する内容の順守。

・設計管理には設計レビューおよびコンピュータプログラムの管理を

行うこと。式の転用に当たっては当社の承認を得ること

・下請会社（外注先および協力会社を含む）の品質保証活動について、

所要の品質を確保するための管理を行うこと

・当社が実施する受託者（受託者の下請会社を含む）の品質保証活動

等の監査に協力すること

・経営者のコミットメントとして、原子力安全の重要性を組織内に周

知すること、安全文化を醸成するための活動を促進すること等を含

めること

・当社とのコミュニケーションおよび安全文化の醸成に係る活動へ協

力すること

・保安規定を順守して調達製品を維持または運用するために必要な技

術情報の提供を行うこと

・その他（文書および品質記録、教育・訓練、不適合管理、監視機器

及び測定機器の管理等）

上記を満足する品質保証計画書が提出され適用されることの確認実績とし

て次葉のとおり添付する。 
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令和 5 年 1 月 30 日 新規作成 

補足説明資料 3-4 
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補足説明資料3-4 

仕様書の作成について 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る調達について、調

達を主管する箇所は仕様書を作成し、稟議で承認した。 

実績として次葉のとおり添付する。 
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A3-73-14-001-46 

別添－２－３ 

業 務 委 託 仕 様 書 

件名：震源を特定せず策定する地震動に係る模擬地震波作成業務 

２０１９年 ３月 

日本原燃株式会社 

技術本部 

土木建築部 土木建築技術課 
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令和 5 年 1 月 30 日 新規作成 

補足説明資料 3-5 
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補足説明資料3-5 

調達した役務の検証について 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る調達について、調

達を主管する箇所は調達した役務が調達物品等要求事項を満たしていること

を確認するため、仕様書で提出を要求した業務報告書に対し調達した役務の

検証を実施した。 

実績として次葉のとおり添付する。 
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令和 5 年 1 月 30 日 新規作成 

補足説明資料 3-6 
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補足説明資料3-6 

請負会社他品質監査について 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る調達について、供

給者に対する監査を主管する箇所は供給者に対し品質監査を実施した。 

供給者の調達の重要度に応じて、定期的に供給者における品質マネジメン

トシステムの構築および運営状況等を確認・評価するために実施する。

本件 品質監査の結果として、当該供給者の品質マネジメントシステムの

構築および運営状況について不適合は確認されなかった。 

品質監査の実績について、次葉のとおり添付する。 
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令和 5 年 1 月 30 日 新規作成 

補足説明資料 3-7 
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補足説明資料3-7 

文書及び記録の管理について 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る設計について、設

計を主管する箇所は文書及び品質記録をファイリングした上で執務室内のキ

ャビネットもしくは資料センターで保管管理を実施している。 

記録の保存期間については「再処理事業部 設計管理要領」に５年間また

は設備の存続する期間のどちらか長い期間保存することが定められているこ

とから、これに従い「永年」として保管管理している。 

ファイリングの実績として、ファイル背表紙を次葉のとおり添付する。
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令和5年1月30日 新規作成 

補足説明資料 4-1 
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補足説明資料4-1 

本申請に当たって実施した設計活動に係る品質管理の 

活動実績無しに係る説明 

添付書類八の各項について、本申請に当たって実施した設計活動に係る品

質管理の活動実績が無い箇所について以下のとおり説明する。 

3.3.2(1)について、「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務にお

いては、解析を用いた評価を行う業務は無いことから「調達による解析」お

よび「手計算による自社解析」は実施していない。 

3.6 について、「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務において

は、不適合は発生していない。 

４．および５．について、設計及び工事の計画に係る品質管理として設計

及び工事の計画の変更の認可申請書に記載する「設計および工事に係る品質

マネジメントシステム」および同添付書類「設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステムに関する説明書」にて改めて説明する。

以上 
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